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医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 

医療関連感染対策指針 

 

第 1条 感染対策に関する基本的な考え方 

 桜橋渡辺病院は、「患者様中心の医療を実践します」「医療の質の向上に努めます」「医療人としての倫理を守ります」

を理念とし、循環器病の専門病院として良質で高度な医療を安全に提供する使命をもつ医療機関である。心臓疾患

の患者は易感染状態に陥ることが多く、医療関連感染を未然に防止することが責務であり、ひとたび発生した感染症が

拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることが義務である。 

 桜橋渡辺病院（以下「当院」とする）においては、本指針により感染対策を実践する。組織図上、感染制御室を設

置し、専任の医師、専従の看護師、専任の薬剤師および検査技師を配置する。本指針の対象者は、すべての患者と

その家族、また来院者と病院内で働くすべての職員であり、感染から守り、組織としての感染管理の質の向上を図ること

と、全職員が感染管理における役割を把握することを目標として作成する。 

 

1）策定と変更  

本指針は感染防止対策委員会(Infection Control Committee；ICC)の議を経て策定する。また、感染対策委員

会の議を経て適宜変更するものであり、変更に際しては専門家の知識と最新の科学的根拠に基づかなければならない。 

 

第 2条 感染管理に係わる委員会 

1) 感染防止対策委員会(Infection Control Committee；ICC) 

(1) 役割 

月に一度の定例会議を開催し、必要に応じて委員長の招集で臨時に開催する。感染制御チームの報告を受け、そ

の内容を検討した上でチーム活動を支援するとともに、必要に応じて各診療科に対して改善を指示する。委員は職種、

職位に関わらず、感染防止の観点から自由に発言できる。また、委員はその職務に関して知りえた事項のうち、一般的

な感染防止対策以外のものは委員会および院長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。主に感染管理に

係わる以下の内容の協議、推進を行う。 

①感染症発生状況の報告と改善策の検討 

②感染制御チームの報告を受け、その内容を検討した上でチーム活動を支援するとともに、必要に応じて各診療科に

対して感染防止対策委員長名で改善を促す 

③院内感染防止マニュアルの内容について査定を行い、承認する 

④感染対策指針の見直しと妥当性について協議する 

(2) 構成メンバー 

感染防止対策委員会(以下「ICC」とする)は、病院長が任命する感染防止対策委員長(以下「委員長」とする)を議

長とし、看護部長、各診療科部長、関係各部門の責任者や感染管理担当者など病院長が必要と認める者により構

成する。 

 

2) 感染制御チーム(Infection Control Team；ICT) 

(1) 役割 

感染制御チーム(以下「ICT」とする)は、ICC の下部組織として位置づけられ、感染防止対策における実働的なチー
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ムとする。ICTは ICC委員長より院内の感染防止対策に関する権限を委譲されるとともに責任を持つ。また、重要決定

事項については感染防止対策委員会に報告する義務を持つ。異常な院内感染が発生した場合や、アウトブレイクが疑

われる場合には速やかに調査を行い、制圧にあたる。 

(2) 構成メンバー 

医師、薬剤師、検査技師、事務、感染管理担当者、看護師を主たるメンバーとし、その他の適格者(院長が適任と

判断した者)を中心に組織し、組織横断的に活動する。重要事項決定の際やその他必要時は委員長をアドバイザーと

し、報告、相談を行う。ICT 委員会は月に 1 度開催し、週に 1 回程度の定期的な院内ラウンドを行って、現場の改善

に関する介入、現場の教育、アウトブレイクあるいは異常発生の特定と制圧にあたる。 

 

3) 抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team;AST) 

(1) 役割 

抗菌薬適正使用支援チーム(以下「AST」とする)は、ICT と同じく ICCの下部組織として位置づけられ、感染症診療

における実働的なチームとする。AST は ICC 委員長の指示のもと、ICT と協力し、薬剤耐性(Antimicrobial 

Resistance ;AMR)のさまざまな課題について、抗菌薬治療を主とした感染症治診療を専門的に監視・管理し、必要

に応じて介入・フィードバックなどの支援を行う。 

(2) 構成メンバー 

医師、薬剤師、検査技師、感染管理担当者を主たるメンバーとして組織し、組織横断的に活動する。週に 1 回程

度の定期的な院内ラウンドを行い、現場における感染症診療が円滑かつ適正に行われるよう支援する。 

 

4) 感染対策マネージャー(Infection Control Manager;ICM) 

(1) 役割 

感染対策マネージャー(以下「ICM」とする)は ICC、ICT、AST と連携し各部門における感染防止活動を行う。各部

署でモデルとなり感染防止技術を実践するための知識の充足とリーダーシップが必要である。各部署の所属長は ICM を

推薦し、病院長の任命のもと活動を実践する。感染防止技術の実践に加えて、各部署で発生する問題点の抽出とそ

の解決策を導きだし、改善を図る。ICMは当院での経験年数が 3年以上あり、看護師においてはラダーステップ 3以上

の者が望ましい。月に 1度感染対策マネージャー会を開催する。 

(2) 構成メンバー 

感染管理担当者、各部門のスタッフを中心として構成する。その他感染管理担当者が必要と考えるスタッフについては、

ICC委員長の指示のもと配置する。 

 

第 3条 職員研修、教育に関する基本方針 

1)  医療関連感染の基本的な考え方および具体的方策について、職員に周知徹底することを目的に実施する。 

2)  入職時の初期研修1回のほか年に2回以上全職員を対象に継続的な研修を開催する。また、研修の実施は ICT 

および AST あるいはそれにかわる十分な実務経験を有する指導者が適切に行う。  

3) 全職員への教育に加えて参加対象を限定し、不定期に開催する。委託業者については、委託業者が実施する研

修内容を把握し必要時企画する。 

4) ラウンド等の個別研修あるいは個別の現場介入を、可能な形で行う。  

5)  ICT は研修の開催結果（開催または受講日時、出席者、研修項目）を記録保存し、現場へフィードバックする。
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ICMは各部署での自主研修も積極的に実施し、参加状況などを ICT に報告する。 

6) 全職員にたいし、最新の感染管理に関する情報や研修実施の内容などを記載した ICT ニュースを、3 カ月に 1 度

発行する。 

 

第 4条 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実

施するために医療関連感染サーベイランスを実施する。ICC、ICT、および関連部署と協働し、日常的感染率を明らか

にする。ICC 委員長が関係部署に協力を指示する。得られた結果を分析し、感染防止対策に活用することを目的とす

る。 

 

実施するサーベイランス 

・人工呼吸器関連肺炎サーベイランス 

・手術部位感染サーベイランス 

・中心静脈カテーテル関連感染サーベイランス 

・尿道留置カテーテル関連感染サーベイランス 

・耐性菌サーベイランス 

 

第 5条 院内感染発生時の対応に関する基本方針 

1) 各種サーベイランスをもとに、医療関連感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいちはやく特定し、制圧の初動体

制を含めた迅速な対応がなされるよう、感染管理に関わる情報管理を適切に行う。 

2) アウトブレイクあるいは異常発生時には、その状況および患者への対応などを病院長に報告する。緊急ミーティングを

開催するとともに、速やかに発生の原因を究明、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。 

3) 医療法、感染症法で報告が義務づけられている疾患が特定された場合には、速やかに保健所へ報告する。 

 

第 6条 感染防止対策推進方策 

1) 手指衛生 

感染防止対策の基本である手指衛生を積極的に推進する。 

2) スタンダードプリコーションの徹底 

空気感染対策・接触感染対策・飛沫感染対策を強化し、交差感染を防止し、安全な医療環境を整える。各種感染

対策実践に必要な物品を整備し、職員へ教育を実施する。 

3) 環境清浄化 

委託業者とのミーティングを実施し、患者に快適な医療空間を提供する。改築、工事の際は関係部署と連携し感染防

止対策の視点で提言し、安全面の管理を実施する。 

4) 消毒薬適正使用 

(1)消毒薬は、一定の抗菌スペクトルを有するものであり、適用対象と対象微生物を十分に考慮して適正に使用する。 

(2)生体消毒薬は、皮膚損傷、組織毒性などに留意して適用を考慮する。  

(3)高水準消毒薬（グルタラール、過酢酸、フタラールなど）は、吸入毒性があるため、環境の消毒には使用しない。ま

た取り扱う職員の健康面に十分配慮する。  
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(4)環境の汚染除去（清浄化）の基本は清掃であり、感染防止委員会と各部門が協力し実践していくことを推進する。 

5)抗菌薬適正使用 

(1)特定抗菌薬使用届出制度を継続し、ICT はこの内容を確認する。必要に応じてラウンドのさい指示医への介入と適

正使用を促す。 

(2)検査科と薬剤科とが協働しアンチバイオグラムを作成する。アンチバイオグラムの結果のもと医師にポケットマ二ュアルを

配布、携帯を促し、抗菌薬の適正使用を提言する。 

 

第 7条 職業感染防止 

職員の健康を適正に管理するため、総務課と協働し職業感染防止対策を推進する。 

 

1) 血液媒介病原体感染防止 

ICT は安全管理部門の協力を得て、データの集計、分析、評価し血液体液曝露予防策を改善する。血液体液曝

露および針刺し事故対応マニュアルを整備し、血液体液曝露事象発生時は速やかに対応する。 

2) 流行性ウイルス疾患感染防止 

全ての職員に対して、毎年流行時期にはインフルエンザのワクチン接種を実施する。また接種率向上のための介入を

実践する。麻疹、水痘、風疹、流行性耳下腺炎のアウトブレイクに備え、抗体価の測定を推進し、対象者にはワクチン

接種を推奨する。 

3) 空気感染防止対策 

結核など空気感染する疾患の職業感染を防止し、職員を守る視点での物品配置や環境の調整を推進する。陰圧

室や外側換気が行える個室がなく、原則的には結核の排菌患者の入院管理は行わない。しかし、やむを得ず結核疑い

患者を入院管理する際は、ICC、ICT で十分検討し、感染拡大を起こさないよう徹底する。結核患者発生時は、保健

所と協議のうえ接触者にたいしては十分な接触者検診を実施する。 

 

第 8条 患者などへの情報提供と説明に関する基本方針 

1)  患者本人および患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。  

2)  本指針はホームページに掲載し、患者およびその家族が閲覧できるようにする。 

3)  疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で、協力を求める。  

4)  必要に応じて感染率などの情報を公開する。 

 

第 9条 その他の感染対策の推進のために必要な指針 

 感染対策マニュアルなど、その他の感染対策推進のために必要な指針は、必要に応じて随時改訂や追加を行い、職

員に周知徹底を図る。 

 

 

2009年 4月策定 

2012年 4月改訂 

2018年 5月改訂 

2022年 10月改訂 


